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平成 23 年度（2011 年度） 

第５３回 千葉県吹奏楽コンクール 
第 59 回 全日本吹奏楽コンクール予選 

第 17 回 東関東吹奏楽コンクール予選 

第 11 回 東日本学校吹奏楽大会 予選 

参 加 要 項 
 

計画停電等の影響により、コンクールの開催日及び参加規定、表彰規定等を変更しなければならない

事態が生じた場合は、千葉県吹奏楽連盟ホームページに掲載致します。 

 

１．コンクール日程 

月 日 
曜

日 
千葉県文化会館 青葉の森公園芸術文化ホール 君津市民文化ホール 

7 月 22 日 金 
 

中学校Ｂ－１   

23 日 土 中学校Ｂ－２   

24 日 日 小学校Ｃ 
高等学校・中学校ジュニア 

大学Ａ・Ｃ 
 

25 日 月 
 

中学校Ｂ－３ 中学校Ｃ－１  

26 日 火 
 

中学校Ｂ－４ 中学校Ｃ－２  

27 日 水 中学校Ｂ－５ 中学校Ｃ－３、高等学校Ｃ  

28 日 木 高等学校Ｂ－１   

29 日 金 高等学校Ｂ－２   

30 日 土 小学校Ｂ－１   

31 日 日 小学校Ｂ－２   

8 月 1 日 月 （休館日）   

2 日 火 中学校Ａ－１   

3 日 水 中学校Ａ－２   

4 日 木 中学校Ａ－３   

5 日 金 高等学校Ａ－１   

6 日 土 高等学校Ａ－２   

7 日 日 本選 中学校Ｂ、高等学校Ｂ  職場一般Ａ・Ｃ 

11 日 木 本選 中学校Ａ   

12 日 金 本選 高等学校Ａ   

 

※申し込み数により、一部日程が変更される場合があります。 

 

２．開催要項 

（１）会  場 千葉県文化会館大ホール 千葉市中央区市場町１１－２ 

  ＴＥＬ ０４３（２２２）０２０１ 

 青葉の森公園芸術文化ホール 千葉市中央区青葉町９７７－１ 

  ＴＥＬ ０４３（２６６）３５１１ 

 君津市民文化ホール 君津市三直６２２ 

  ＴＥＬ ０４３９（５５）３３００ 

（２）開  演 10：00 （開場・受付 9：30～）予定 

（３）主  催 千葉県吹奏楽連盟・朝日新聞社 

 ㈳全日本吹奏楽連盟・東関東吹奏楽連盟 

（４）後  援 千葉県・千葉県教育委員会・㈶千葉県文化振興財団・千葉市 

（申請中） 千葉市教育委員会・千葉県音楽振興協議会・千葉県教育研究会音楽教育部会 

 千葉県高等学校教育研究会音楽部会・日本管打･吹奏楽学会千葉県支部 

 日本吹奏楽指導者協会千葉県部会・㈶ちば国際コンベンションビューロー 

（５）協  賛 千葉県吹奏楽連盟賛助会 

予選Ⅰ

予選Ⅱ
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３．千葉県吹奏楽コンクール参加規定（平成 21 年度より改訂） 

＊ 全日本吹奏楽コンクールの課題曲を編曲して演奏することは認めない。（確認事項） 

＊ 吹奏楽コンクールで、ステージへハープやコントラバスなどの台・反響板を持ち込むことは進行の妨げや 
  安全上の問題があり、またステージの破損に繋がる場合もあるので、禁止とする。 

＊ ジュニア部門（中学、高校）への参加はＡ部門に出場した団体でＡ部門出場メンバー以外の部員による編成

  で出場出来る。（詳細３７Ｐ参照）ＢまたはＣ部門に出場した団体からはジュニア部門に参加出来ない。 

＊ 小・中・高のＡ・Ｂ部門の出演日は抽選により決定する。 

 

（１）部門 

①Ａ部門 中学校、高等学校、大学、職場・一般の団体を対象とする。 

ア．中学校 

 ○50 人以内。 

 ○課題曲（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳより１曲）と自由曲１曲（組曲は１曲とみなす）を演奏する。 

 ○課題曲の最初から自由曲終了の音まで 12 分以内。 

 ○東関東・全日本吹奏楽コンクールに出場する県代表を選出。 

 ○課題曲・自由曲は同一指揮者、同一メンバーで演奏する。ただし、楽器の持ち替えは自由である。 

 ○課題曲はスコアに指定された編成を尊重すること。 

 ○自由曲の編成は木管楽器、金管楽器、打楽器（擬音楽器を含む）とする。ただしコントラバス、ピア 

 ノ、チェレスタ、ハープの使用及び曲中のスキャット(声)は認める。 

 ○課題曲・自由曲ともヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、電子楽器、エレキベースを使用することはで 

 きない。 

○課題曲はソプラノサクソフォーン、コントラバスクラリネット、コールアングレ、コントラファゴッ 

ト等を使用することはできない。 

 ○県大会では予選と本選がある。前年度全日本吹奏楽コンクールに出場した学校および前年度３年連続 

 出場により休んだ学校はシードとなり、本選から出場する。 

 ○県代表となった団体は、東関東・全日本吹奏楽コンクールでも同じ曲・人数・指揮者とする。 

 ただし、やむを得ず規定内での人数変更および指揮者に変更がある場合は、学校長の印と変更の理由 

 を明記し、理事長の承認を得ること。（書式は問わない） 

○中学校Ａ部門の出演日は抽選により決定する。 

○全日本吹奏楽コンクールに 3 年連続出場した団体は、その翌年出場休止となる。 

 

イ．高等学校 

 ○55 人以内。 

 ○課題曲（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴより１曲）と自由曲１曲（組曲は１曲とみなす）を演奏する。 

 ○他は、前記「中学校」に準ずる。 

○高等学校Ａ部門の出演日は抽選により決定する。 

 

 ウ．大学 

 ○55 人以内。 

 ○メンバー表（氏名、楽器、学部、学科、学年を明記したもの）を抽選会までに提出する。 

 ○他は、前記「高等学校」に準ずる。 

 

エ．職場・一般 

 ○65 人以内。 

 ○メンバー表（氏名・楽器を明記したもの）を抽選会までに提出する。 

 ○他は、前記「高等学校」に準ずる。 

 

②Ｂ部門 小学校、中学校、高等学校の団体を対象とする。 

＊同一指揮者が同一部門の二つ以上の団体に重複して指揮することは出来ない。 

ア．小学校Ｂ 

○人数制限はなし。自由曲１曲（組曲は１曲とみなす）を７分以内で演奏する。 

○楽器の編成は木管楽器、金管楽器、打楽器（擬音楽器を含む）とする。ただしコントラバス、ピアノ、 

 チェレスタ、ハープの使用及び曲中のスキャット（声）は認める。（※エレキベースは使用できない。）
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○東関東吹奏楽コンクール、東日本学校吹奏楽大会に出場する県代表を選出する｡ 

○上位大会に進んだ場合、「東日本学校吹奏楽大会」と「全日本小学校バンドフェスティバル」の重複出 

場はできない。 

○小学校Ｂ部門の出演日は抽選により決定する。 

○東日本学校吹奏楽大会に３年連続出場した団体は、その翌年同部門へ出場する事は出来ない。 

※平成 23 年度よりカウントする。 

 

イ．中学校Ｂ・高等学校Ｂ 

○30 人以内の編成で、自由曲１曲（組曲は１曲とみなす）を７分以内で演奏する。 

○東関東吹奏楽コンクール、東日本学校吹奏楽大会に出場する県代表を選出する｡ 

○楽器の編成は木管楽器、金管楽器、打楽器（擬音楽器を含む）とする。ただしコントラバス、ピアノ、 

 チェレスタ、ハープの使用及び曲中のスキャット（声）は認める。（※エレキベースは使用できない。） 

○県大会では予選と本選がある。 

○県代表となった団体は、東関東吹奏楽コンクール・東日本学校吹奏楽大会でも同じ曲・人数・指揮者 

とする。ただし、やむを得ず規定内での人数変更および指揮者に変更がある場合は、学校長の印と変

更の理由を明記し、理事長の承認を得ること。（書式は問わない） 

○中学校Ｂ・高等学校Ｂ部門の出演日は抽選により決定する。 

○東日本学校吹奏楽大会に３年連続出場した団体は、その翌年同部門へ出場する事は出来ない。 

※平成 23 年度よりカウントする。 

 

③Ｃ部門 小学校、中学校、高等学校、大学、職場・一般の団体を対象とする。ＡまたはＢ部門へ出場す 

       る団体は、この部門に出場できない。 

 ○人数制限なし。 

 ○自由曲１曲（組曲は１曲とみなす）のみ演奏で７分以内。 

 ○千葉県吹奏楽コンクールのみに出場する。（本選大会も行わない） 

 ○吹奏楽の形をできるだけくずさない程度で、電子楽器を使用してもよい｡ 

 ○合同での参加も可。（参加申込書は各団体１枚ずつ提出する） 

 ○大学、職場・一般部門はメンバー表（36 ページの各部門参照）を抽選会までに提出する。 

（※中学校Ｃ部門については、円滑な運営のために応募団体の約半数で大編成と小編成とに区分けし、 

それぞれの区分内で出演順の抽選、演奏、審査、表彰を行う。） 

 

④ジュニア部門 

中学校、高等学校に於ける大規模バンドを対象としたもので、Ａ部門に出場する団体は、その出演者 

以外のメンバー（ジュニアメンバー）をこのジュニア部門にのみ出場させることができる。但し、全 

日本吹奏楽コンクールに３年連続出場により今年度出場を休む団体は、1 年生のみの編成で出場する 

事ができる。ＢまたはＣ部門に出場する団体からは出場できない。 

○自由曲１曲（組曲は１曲とみなす）のみ演奏、時間は７分以内で、出場人数制限は設けない。 

○楽器の編成はＡ部門に準ずる。 

尚、上記条件内であれば、同一校から複数のジュニアバンドを出場させることができる。また、 

ジュニアメンバー同士の複数校合同での参加もできる。 

（参加申込書は各団体１枚ずつ提出する）いずれも重複出場は失格となる。 

○Ａ部門およびジュニア部門のメンバー表（氏名・学年・楽器）を抽選会までに提出する。 

（※円滑な運営のために応募団体の約半数で大編成と小編成とに区分けし、それぞれの区分内で出演順 

の抽選、演奏、審査、表彰を行う。） 

 

（２）参加資格 

①当該年度の会員の資格を有する団体 
 

②小学校の部 

団体構成員は、同一小学校に在籍し、正規の授業またはクラブ活動等で、金管バンドまたは吹奏楽

を習得している児童とする。但し、Ｃ部門を除く。 

 

③中学校の部 

団体構成員は、同一中学校に在籍し、正規の授業または部活動等で吹奏楽を習得している生徒とす

る。（同一経営の学園内の小学生の参加は認める。）但し、ＣとＪｒ部門を除く。
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④高等学校の部 

団体構成員は、同一高等学校に在籍し、正規の授業または部活動で吹奏楽を習得している生徒とす

る。（同一学園内の小学生・中学生の参加は認める。）但し、ＣとＪｒ部門を除く。 

 

⑤大学の部 

団体構成員は、必ず同一大学の学生で、サークル活動等で吹奏楽を習得している学生とする。 

 

⑥職場・一般の部 

団体構成メンバーは次の⑦に該当しない限り自由とする。小学校・中学校・高等学校の児童・生徒

でＡ部門・Ｂ部門に出場した者は、この部門に重複して出場できない。 

（例外事項）各Ｃ部門・中高ジュニア部門に出場した者が、一般Ｃ部門に出場するのは認める。 
 

⑦各部門とも次の事項は共通して厳守すること。 

〈1〉職業演奏家の演奏は認めない。 

〈2〉同一奏者が２つ以上の団体に重複出場することは、⑥の例外事項を除き、認めない。 

〈3〉課題曲・自由曲共に同一メンバーが演奏しなければならない。但し、楽器の持ち替えは認める。 

 

（３）指揮者の資格 

①小学校部門・中学校部門では、指揮者はその学校の正規の職員、生徒、児童に限る。 

ただし、他に指揮を委任する場合は、あらかじめ学校長の印と変更の理由を明記し、理事長の承認を得る

こと。（書式は問わない）高等学校、大学、職場・一般部門はその限りではない。 

②小学校Ｂ・中学校Ｂ・高等学校Ｂ部門において、同一指揮者が同一部門の二つ以上の団体に重複して指揮

する事は認めない。 

 

（４）シードについて（Ａ部門のみ） 

中学校Ａ・高等学校Ａ部門において、前年度全日本吹奏楽コンクールに出場した学校および前年度３年連

続出場により休んだ学校は、千葉県吹奏楽コンクールの予選には出場せず、直接本選大会に出場し審査を受

けるものとする。 

参加申込書を、所定の期日（５月２５日）までに提出する。曲目未定の場合は本選大会の出演順抽選時ま

でに、参加申込書に記入の上、提出する。 

※シード校が予選での演奏をする場合は、参考出演であり審査対象外である。 

予選での演奏を希望する学校は、届け出を要する。申込書の希望事項の欄に“希望”と記入する。 

（審査料は不要、参加料・ピアノ使用料は有料とする） 

 

（５）その他 

①前記の参加規定に違反した参加団体は、出場を認めない。 

②著作権の存在する楽曲を編曲して自由曲とする場合は、事前に著作権者から編曲の許諾を受けなければな

らない。演奏曲目の著作権の詳細については、出版社あるいは作曲者・編曲者等に確認をとり、許諾書の

コピーを参加申込書に添付しなければならない。 

③ピアノを使用する場合、その使用料・調律料金は、使用する団体が負担する。（調律 442 Hz）使用希望の

団体は参加申込書に記入し申し込むこと。又その後の変更は打ち合わせ抽選会までに申し出ること。（抽選

会後の申し出及びキャンセルは受け付けない）ピアノの配置は、千葉県文化会館及び青葉の森公園芸術文

化ホールはステージ下手、君津市民文化ホールはステージ上手（固定）とする。 

使用料は後日連絡する。 

④打ち合わせ抽選会には、代表者が必ず出席すること。どうしても当日出席できない場合には代理を出すこ

と。打ち合わせ抽選会に、出席しない団体は棄権とみなす。 

 

 

自然災害等による連盟行事の参加について 
 

災害発生時、または予め重大な災害が予測される場合の連盟行事への参加については、当該団

体の学校長、所属長の最終的な判断による決定に従うものとします。 

主催者は行事への参加について、その可否の判断は行いません。したがって、参加団体の顧問、

あるいは責任者は少なくとも前日、可能な限り速やかに学校長、所属長の指示を受けて当該行事

の出場の可否を決定し、主催者に通告するものとします。 

中止にかかわるコンクール等の参加諸経費の処理については別に定めます。 
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４．課 題 曲 

（Ⅰ）マーチ「ライヴリーアヴェニュー」（第 21 回朝日作曲賞受賞作品）‥‥‥ 堀田 庸元 作曲 

（Ⅱ）天国の島‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 佐藤 博昭 作曲 

（Ⅲ）シャコンヌＳ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 新実 徳英 作曲 

（Ⅳ）南風のマーチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 渡口 公康 作曲 

（Ⅴ）「薔薇戦争」より 戦場にて (高校、大学、職場・一般のみ）‥‥‥‥‥‥‥‥
     （第３回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第 1 位作品） 

山口 哲人 作曲 

 

●課題曲入手方法 

全日本吹奏楽連盟から送られてきた“会報 すいそうがく”に入っている申込書で、直接全日本吹奏楽連盟に 

申し込むこと。 

〒102－0075 東京都千代田区三番町２４ 林三番町ビル５階  全日本吹奏楽連盟 

ＴＥＬ ０３（３２３４）６０２８  ＦＡＸ ０３（３２３４）１００５ 

 

５．審査及び表彰 

（１）審査は 10 段階で評価する。全審査員の合計点で順位を決める。審査員が 7 名以上で行う場合は、各団体の

項目ごとの最高点と最低点を除いた合計点をその団体の得点とする。 

（２）全部門とも、金賞、銀賞、銅賞の３グループとし、グループ分けが困難な場合は３：４：３の比率を目安 

とする。 

（３）金賞団体に副賞を授与する。 

〇各部門の金賞団体にトロフィーを授与する。 

〇本選大会出場団体に、記念楯を授与する。 

〇県代表団体には、県代表認定証、トロフィー、指揮者賞を授与する。 

〇最優秀団体に千葉県知事賞および知事杯、出野杯、千葉県文化振興財団賞が授与される。 

 

６．第 17 回東関東吹奏楽コンクール県代表推薦団体数 

小学校Ｂ １４団体 中 学 校 Ａ      ６団体 中学校Ｂ ８団体 

高等学校Ａ ７団体 高等学校Ｂ １１団体 大   学 ２団体 

職場・一般 ５団体  
 

     ※東関東大会の出演順は代表決定後に抽選で決定する。 

７．参加申込みについて 

（１）申込み   本要項綴じ込み申込書を使用し１部提出（Ａ４サイズの自由曲スコア表紙添付のこと） 

提出の際は念のためコピーを保存しておくこと。 

（２）コンクール参加申込書送付先 

〒260-0013 千葉市中央区中央 4-13-10 千葉県教育会館本館 7 階 

      千葉県吹奏楽連盟  理事長  新妻 寛  宛 

（３）申し込み締め切り ５月２５日（水曜日）  必着 上記申込み先へ送付すること。 

※申込締切り日を過ぎた場合は、ペナルティを課す場合がある。 

注１：１団体で２チーム以上出場する場合には、申込書をコピーし部門毎に提出のこと。 

注２：小学校Ｂ部門、中学校Ａ・Ｂ部門、高等学校Ａ・Ｂ部門の各部門は出演日を抽選にて決定する。 

ただし、県吹連の認める事由による出演不可日がある場合には、予め「特例申請書」を提出すること。 

注３：注２のうち、昨年度県代表となった団体は、当該コンクールの予選大会の期間に応じて、出場日を偏り 

なく均等に割り振る。 

注４：注２以外の団体は、申込書に基づいて各団体の出場日を割り振り、各団体への出演日を通知する｡ 

注５：出場人数は必ず記入すること。 

注６：曲目未定の場合も期日厳守の上、参加申込書を提出のこと（空欄でも可）。抽選会までに曲目を決定する。 

抽選会当日、変更事項がある場合（曲目の提出含む）は、新たに記入した参加申込書を持参する。 

抽選会以降の曲目の変更は認めない。 
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８．コンクール参加のための諸会費について 

（１）審 査 料 Ａ部門  ９，０００円 

 Ｂ部門  ８，０００円 

 Ｃ部門・ジュニア部門  ７，０００円 

 ※課題曲及び自由曲の著作権料を含む。 

（２）参 加 料 １名につき ３００円×出場人数分（指揮者を除く）※参加団体の全てが納入する。 

（３）入場券の予約について 

ホール内でコンクールを鑑賞する場合は、入場券が必要である。コンクール出場日の部員・団員の入場券に

限り、予約で受け付ける。当日の予約券販売はしないので必要な場合は必ず諸会費申込書で申し込むこと。 

なお、事前送付はせず、全て当日団体受付にて一括で手渡しする。入場券は出場日のみ有効とする。 

※出場者入場券：当日ステージ上で演奏する児童・生徒・団員が使用する入場券（購入上限は出場人数分） 

※部 員 入 場 券：出場当日の出場者以外の同じ部（団）の応援の児童・生徒・団員が使用する入場券 

（ＯＢ・保護者等は使用できない） 

※顧問・指揮者・運搬補助員等については、抽選会時に配布する招待券等を使用するか、一般入場券を購入

して入場する。 

小Ｃ・中Ｃ・高Ｃ・ジュニア   出場者券は１人につき 200 円、部員は 400 円 

小Ｂ・中Ａ・中Ｂ・高Ａ・高Ｂ   出場者券は１人につき 300 円、部員は 700 円 

大Ａ・大Ｃ・職一Ａ・職一Ｃ   出場者券は１人につき 500 円、団員は 700 円 

（４）プログラムの予約について 

５００円（当日販売価格６００円） 出演日当日、団体受付にて一括で手渡しする。 

（５）諸会費予約金の納入方法について 

    諸会費申込書と振込用紙は抽選会にて配布する。 
 

①諸会費については抽選会・コンクール当日の現金扱いはしないので、実施要項（抽選会で配布）巻末にあ

る「吹奏楽コンクール諸会費申込書」に必要事項を記載し、同封の「郵便振替用紙」を使用のうえ、諸会

費合計金額を郵便局より振り込むこと。 

②上記「吹奏楽コンクール諸会費申込書」と、「振込金受領証のコピー」を千葉県吹奏楽連盟事務局宛に送付 

する。（受領証原本は同封せず、手元で保管する） 

なお、①と②の手続きが完了した団体のみがコンクールへ参加する資格を有する。不備の無いよう十分に 

気をつけること。 

 

諸会費納入・諸会費申込書受付期間 

6 月 20 日（月）～6 月 30 日（木）までの消印有効 

※期間外は受け付けないので、注意すること。 

 

注意１：いったん納入されたコンクール参加諸経費(予約入場券、プログラム予約を含む)は特別の場合を 

除き、返金しない。(特別の場合とは，自然災害によるもの等） 

注意２：追加・変更は受け付けないので、必ず確認の上振り込むこと。 

＜自然災害等による事件事故発生で大会中止となった場合のコンクール諸会費について＞ 

 入場券についてはすべて返金する。参加料、審査料、その他の諸経費については、理事会においてその 

都度決定する。 

振込先 郵便振替 ００１７０－８－１０４７０７ 千葉県吹奏楽連盟事務局 

（振込料は振込み者負担） 
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９．一般入場者の入場券について 

家族や関係者等一般の入場・鑑賞に際しては、下記のような入場券が必要である。 

（前売りは行わず、すべて当日券となる。） 

部 門 日 程 会 場 
金額 

小中学生券 一般券 
（高校生以上）

中学校・高等学校ｼﾞｭﾆｱ 

中学校・高等学校Ｃ 

大学Ａ・Ｃ 

7 月 24 日～27 日 
青葉の森公園 

芸術文化ホール 
800 円 1,000 円

職場・一般 8 月 7 日 君津市民文化ホール 800 円 1,300 円

上記以外の予選 7 月 22 日～8 月 6 日 千葉県文化会館 800 円 1,300 円

本選 

大会 

中学校 B･高等学校 B 8 月 7 日 千葉県文化会館 1,000 円 1,500 円

中学校 A･高等学校 A 11 日･12 日（前後半入替制） 千葉県文化会館 各 800 円 各 1,200 円

 

10．打ち合わせ・抽選会  ６月１９日（日曜日） 

会 場 青葉の森公園芸術文化ホール 

千葉市中央区青葉町９７７－１  ＴＥＬ ０４３（２６６）３５１１ 

 

小学校、高等学校     ＜受付＞午前 10 時 00 分～ ＜抽選・説明＞午前 10 時 30 分～ 

中学校、大学、職場・一般 ＜受付＞午後 1 時 00 分～ ＜抽選・説明＞午後 1 時 30 分～ 

※各団体の代表１名は必ず出席のこと。 

 

（１）曲目、指揮者名、出場人数の変更訂正受け付け。 

※訂正がある場合は、改めて記入した参加申込書〈職印ありの物〉を持参し受付に提出すること。 

※曲目を変更した場合には、その楽譜の表紙（コピー）・編曲許諾書も提出のこと。 

（２）招待券等の交付（１団体につき、招待券５枚・招待状１通を配布する。指揮者はこの券を使用する） 

（３）出演日、出演時間の変更は、原則として認めない。 

（４）出演順の抽選 

 ※小学校Ｃ部門は譜面台の使用する団体としない団体に分けて抽選を行う。 

  また、中学校Ｃ・ジュニア部門については人数により２つのブロックに分け、ブロック内で抽選を行う。人

数の多いブロックより演奏を行う。 

＜平成 22 年度より改定＞ 

  小学校Ｂ部門、中学校Ａ・Ｂ部門、高等学校のＡ・Ｂ部門は、次の手順で抽選を行う。 

   ア．出演日の抽選（受付順に行う） 

   イ．出演順の抽選 

（５）審査や表彰に関する説明 

（６）コンクール当日の進行の説明 

 

注意：  

１．抽選会には出場団体の顧問または代表者が出席しなければならない。 

２．やむを得ず上記の者が出席できない場合は、これに代わる者の出席は認める。 

但し、高等学校生徒の代理出席は当該団体の校長の承認を得た者のみがこの資格を有する。 

予め校長承認印のある「代理出席届」（代理出席生徒の氏名・学年・連絡先を記入したもの）を理事長

宛に送付し、許可を得ること。（小・中学校 児童・生徒の代理出席は、一切認めない） 

３．小学校・中学校・高等学校において、特別の事情により演奏順について要望がある場合は、校長名に 

よる「要望書」を、参加申込書と共に、理事長宛に提出すること。 

 

※参加記章はコンクール当日、出演者＋15（指揮者、楽器運搬者分）を受付で配布する。 

※諸会費納入については、すべて郵便振替にて行う。 

事故防止のため、抽選会当日の現金受付は一切行わない。 



42 

11．会場に用意する楽器 

 

 ※チャイム・ドラのビーターをはじめマレット類は全て各団体で用意すること。 

  楽器を借用するために事前の申込は必要ない。（ピアノを除く） 

  ピアノ椅子の借用は、ピアノ演奏者用の椅子を含め２脚までとする。 

  借用する楽器名をステージ配置図に明記し、当日出演団体受付に６部提出する。 

 

12．本選大会について 

本選大会は、上位大会（東関東吹奏楽コンクール）への出場団体を決定する大会である。 

（１）本選大会は、中学校・高等学校のＡ・Ｂ部門より選抜された団体によって行われる。 

すなわち、中学校と高等学校のＢ部門、中学校Ａ部門、高等学校Ａ部門の三日間行う。 

中学校Ａ・高等学校Ａ部門は前半後半入れ替え制とする。 

（２）出場団体はＡ・Ｂ共、予選に於いて金賞団体の中より定める。決定及び発表はそれぞれ予選の最終日に行

う。（中学校Ｂ部門は予選２日目と５日目の２回）出演順は発表後、当該団体の代表者による抽選によって

定める。 

（３）表彰式及び、結果発表について 

結果発表及び表彰式はそれぞれの部門終了後に行う。表彰式では本選大会出場楯、指揮者賞等が贈られる。

中学校Ａ・高等学校Ａ部門は出演団体に配布する表彰式入場券が無ければ客席には入れない。 

（４）指揮者、人数等変更に関する届け出について 

県予選から支部大会の過程に於いて変更は認めない。ただし、やむを得ず規定内での人数変更および指揮

者に変更がある場合は、学校長の印と変更の理由を明記し、理事長の承認をうること。（書式は問わない） 

（５）本選大会出場団体選抜について 

①中 学 校Ａ部門：１組～３組の金賞団体の中から２２団体以内。※シード校を含む。 

②中 学 校Ｂ部門：１組～５組の金賞団体の中から２０団体以内。 

③高等学校Ａ部門：１組・２組の金賞団体の中から１８団体以内。※シード校を含む。 

④高等学校Ｂ部門：１組・２組の金賞団体の中から１４団体以内。 

（６）諸会費の納入について 

本選大会出場決定後直ちに、予約入場券を含めた諸会費の申し込みを行う。 

精算は当日受付または郵便振替で行う。 

審査料‥‥‥１０,０００円  参加料‥‥‥１人３００円 

○予約入場券 

中学校Ｂ・高等学校Ｂ‥‥‥出場者入場券 ５００円・部員入場券 ８００円【入れ替え無し】 

中学校Ａ・高等学校Ａ‥‥‥出場者入場券各４００円・部員入場券各７００円【各日前後半入れ替え制】 

保護者用入場券‥‥‥‥‥‥詳細は実施要項に掲載する。 

（７）当日の入場券について 

中学校Ｂ・高等学校Ｂ‥‥‥一般 1,500 円・小中学生 1,000 円【入れ替え無し】 

中学校Ａ・高等学校Ａ‥‥‥一般各 1,200 円・小中学生各 800 円【各日前後半入れ替え制】 

 

 千葉県文化会館 
青葉の森公園芸術文化ホール 

君津市民文化ホール 

ティンパニー       

ペダル式４台（23′ 26′ 29′ 32′) 

ゲージ付 ヤマハ 

Tp-523C，Tp-526C，Tp-529C，Tp-532C 

ペダル式４台（23′ 26′ 29′ 32′) 

ゲージ付 ヤマハ 

Tp-723，Tp-726，Tp-729，Tp-732 

チ ャ イ ム       ディーガン（音域Ｃ52～Ｆ69 18 音） アダムス（音域Ｃ52～Ｆ69 18 音） 

ド ラ       宝 来 32 インチ 宝 来 32 インチ 

バ ス ド ラ ム       ヤマハ 36 インチ パール 36 インチ 

マ リ ン バ       ヤマハ（音域Ｃ28～Ｃ76 ４オクターブ） アダムス（音域Ａ25～Ｃ76 52 鍵） 

そ  の  他 ピアノ椅子 ２脚まで 弦バス椅子 ３脚まで ピアノ椅子 ２脚まで 弦バス椅子 ３脚まで 

ピ  ア  ノ 
(事前申込団体のみ) 

スタインウェイ フルコン（調律 442Hz） ヤマハ フルコン（調律 442Hz） 
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13．コンクール当日の注意事項 

＜当日の各団体の動き＞ 

受付 → 集合 → リハーサル → ステージ袖 → 演奏 → 解散 

 

（１）受付手続き 出場団体の責任者は、会場到着後ただちにホール入口の出演団体受付で次の手続きを行う。 

①提出するもの １．ステージ配置図（６枚・抽選会の当日配布のものを使用） 

 ※正確に記入すること。 

２．プラカード用紙（団体名のみ記載・サイズ 220mm×750mm 横書き 他は自由） 

※演奏終了後返却するので必ず受け取ること。 

 ３．ピアノ使用料の支払い（使用団体のみ） 

②確認事項 １．出演人数（増員の場合は、その分の参加料を添えて申し出ること） 

 ２．当日の連絡事項等 

③受領するもの １．進行表 

 ２．参加記章（出演者＋15 個配布 ※指揮者・楽器運搬者分） 

※参加記章は誘導経路での識別なので客席には入れない。また、記章のない者は 

誘導経路へ入れない。（参加記章は左上腕部に着用） 

 ３．予約入場券・プログラム 

（２）各団体の責任者は当日の進行予定表により行動すること。その際すべて示された時刻より早めに行動する

よう心がけること。当日、多少の時間変更もあり得るので係員の指示に従うこと。 

（３）リハーサル室への移動は、指定時刻の 10 分前までに集合場所に出場者全員集合し、誘導係の指示を待つ。 

（４）リハーサル室よりステージ袖までの移動は、必ず誘導係の指示に従って静かに速やかに行動すること。 

（５）ステージ袖に到着後は、配置図通りに入場できるよう整列し、静かに待機する。（打楽器のチューニングは

極力弱音で） 

（６）ステージの出入りは事前に練習し、敏速に行動すること。ステージ上でのチューニングは禁止とする。 

（７）楽器、ケース等各団体の持ち物は、指定された場所に置き、管理は各団体で責任を持って管理すること。

演奏後は、できるだけ早くバス･トラック等に楽器、荷物を積み込み、速やかに場所を次の団体に譲ること。 

（８）演奏中は絶対にホール内への出入りをしないこと。また、演奏中の私語や移動を行わないこと。 

（９）指定以外の場所では、絶対に音出しをしないこと。 

（10）携帯電話、ポータブルゲーム機等の電源は必ず切る。 

（11）会場内での撮影と録音は一切禁止とする。（保護者や関係者にもこのことを周知徹底すること。） 

（12）演奏については、次の通りとする。 

①ア．指揮者は演奏者と同時にステージに出て行き、指揮台の横で待機し、放送を待つ。 

イ．放送終了後、指揮者のみ「礼」をして，直ちに演奏を開始する。 

ウ．演奏終了後、指揮者の合図で演奏者は起立し、指揮者のみ「礼」をして直ちに退場する。 

②課題曲に続いて、自由曲を演奏する。演奏時間は課題曲の演奏開始から自由曲の演奏終了までとする。 

③課題曲と自由曲の間の拍手は行わない。 

④演奏時間が超過した場合は失格とし、審査の対象としない。 

 

（13）その他 

①出場者が演奏以外で場内へ入場する場合は、出場者入場券（または当日券）が必要である。 

②開演中の出入り・座席の移動及び演奏会場での写真撮影、録音・録画は、演奏及び審査の妨げとなるので

厳禁とする。万一無断で撮影や録音をした場合は、その記録媒体を無償で没収することとする。 

③未就学児童の入場はできない。また７才以上の子供でも演奏の妨げになるような場合は退場していただく。 

④駐車場がないので、電車・バスなど公共の交通機関を利用して来館するよう事前に知らせておくこと。 

※以上のことについて、児童・生徒をはじめ、保護者・関係の方へ、各団体責任者より指導を徹底しておく。 

 指導に従わない場合、団体名を公表し引率責任者を呼び出す場合がある。 
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14．楽器運搬車、及び駐車場について 

（１）千葉県文化会館 

①駐車場はない。毎年駐車違反車が出たり、トラブルを起こしたりしているので、車での来場はしないこと。

（ＯＢ・保護者等にも連絡を徹底すること） 

②バスの駐車場はないので、バス会社に通知交渉すること。 

③楽器運搬車には、駐車場の出入りに要する「楽器運搬車証」を予め１部交付する。コピー不可。 

 ただし、送迎用のバスに楽器を積み込んでも、楽器運搬車として駐車する事は出来ない。 

※運搬業務終了後は、速やかに移動すること。運転手は車から離れてはいけない。 

※ポートタワーの駐車場は利用できない。 

 

（２）青葉の森公園芸術文化ホール 

①文化ホール専用の駐車場はない。 

②バスの駐車場もないので、バス会社に通知し、交渉しておくこと。 

③バスは、博物館前までしか入れないので、出演者はそこで降りて、文化ホールまで徒歩で行く。 

④ア．楽器運搬車は進行表の搬入時刻に駐車場出入口ゲートより入り、係員の指示に従いホールへ行き 

④ア．楽器等を降ろす。（大型楽器は舞台裏の楽器搬入口から搬入する） 

 イ．楽器を降ろしたら楽器搬入車は係員の指示に従い、駐車場で待機する。 

 ウ．積み込み時は進行表の搬出時刻に係員の指示に従いホールまで行き積み込みを行うこと。 

エ．積み込みが終わったら係員の指示に従い、すみやかに駐車場出入口ゲートを通って退出する。 

※運転手は車から離れてはいけない。 

注：万一他の出演団体の出場・進行に支障をきたした場合、審査委員会に報告する。 

⑤送迎バスは、駐車場出入口ゲートから入って 15 分を超える場合は料金が発生するので留意する。 

⑥出演者はギリシャ風庭園側の２階より入場し、受付を済ませる。 

 

（３）君津市民文化ホール 

①楽器運搬車・バス・一般車の駐車場はあり、無料で利用できる。 

②大型楽器については、指定された時間に楽器搬入口より搬入すること。 

 

 

楽器の管理 楽器、楽器ケース、楽器スタンド、譜面台等には団体名がわかるように 

記入、あるいは荷札をつけること。各自で責任を持って管理すること。 

主催者としては忘れ物、間違い等についての責任を負わない。 

 

コンクールに伴う全ての演奏に関して、下記の全ての権利は主催者の千葉県吹奏

楽連盟に帰属するものとする。また、主催者がこれを利用することについて、出

場団体は何ら異議を述べることはできない。 

１．ラジオ、テレビ等の放送をすること。 

２．放送のためであると否を問わず、録音・録画をすること。 

３．録音テープ、その他レコード（ＣＤ）製作のための録音、及び複製販売をす 

１．ること。 

４．写真を撮影し、その写真を複製すること。またそれらを頒布販売すること。 

５．主催者が、一般入場者（保護者、出場団体関係者）の写真撮影及び録音・録 

１． 画を禁止すること。 

 

※大会運営のための補助役員を一般公募します。 

詳細につきましては各地区理事長に問い合わせてください。



45 

平成 23 年度千葉県吹奏楽コンクール 

プログラム作成資料の記入についてのお願い 

 

このままプログラム原稿になるので、下記の記入例を参考にして誤字・脱字、記入漏れ等ないように十分注意

して記入する。なお、著作権使用申請の都合上、出来る限り楽章等も記入すること。 

 

記入例  

参加部門 
(○印) 

 

小学校  中学校  高等学校  大学  職場・一般 

 

Ａ  Ｂ  Ｃ  ジュニア 

ふりがな   ちばけんりつ×××こうとうがっこう 

出場人数 
５５ 名

団 体 名     千葉県立××高等学校 
※中Ｂ･高Ｂ部門は 30 名以内

課 題 曲 
(○印) 

 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

ふりがな      ○▲ はなこ 

指揮者名 ○▲ 花子      OB 生徒   年

自由曲（外国名はカタカナ） 

 

 「交響曲第３番」より Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ 
 

 

［Spelling］  

  Third Symphony Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ 
 

［出版社］ 

 Southern Music 

作曲者(外国名はカタカナ)(生 1949  ～没       ) 

 バーンズ 

［Spelling］ ※外国名も略さずフルネームでお願いします。 

 
 James Barnes （←J.Barnes と略さない） 

編曲者（外国名はカタカナ） 

 

［Spelling］ 
 

参加申込書記入について 

（１）著作権について 

著作権の存在する楽曲を編曲して自由曲とする場合は、楽曲の一部をカットしたり、指定されている以外

の楽器で演奏したりする場合も事前に著作権者から編曲の許諾を受けなければならない。また、レンタル

譜等演奏許諾や使用許諾を求めている楽曲を演奏する場合も同様で、いずれも許諾書のコピーを申込書に

添付しなければならない。この許諾を受けないでコンクールに出場することは認めない。 

楽譜の出版や販売に際しては著作権使用料の支払いが生じているので、楽譜を無断でコピーして演奏する

ことはできない。 

（２）ピアノ使用について 

ピアノを使うときは、「有」のところを〇で囲む。 

使用料については、使用料と調律代を、使用する団体数で割った金額になる。（当日団体受付にて精算） 

（３）参加部門   参加部門を○で囲む。 

（４）指 揮 者   指揮者がＯＢか生徒の場合には〇で囲み、生徒の場合は学年を記入する。 

（５）出場人数   演奏する人数を記入。指揮者は、含めない。規定内厳守のこと。 

（６）自由曲スコア表紙のＡ４版コピー（曲名、作・編曲者、出版社がわかるもの、Ａ４サイズ厳守）を、申込

書と同封すること。 

（７）Ｃ部門・ジュニア部門において合同で参加する場合は、参加全団体が個別に１通ずつ参加申込書を提出す

る。参加申込書の上段の団体名欄には１団体分の団体名を、下段の団体名欄には合同の団体名を記入する。 

   【例】上段：●●●市立△△中学校 

      下段：●●●市立△△中学校・●●●市立○○中学校 

 

※提出の際は記入漏れ、誤記入がないか再度確認すること。また、コピーを必ず手元に保存しておくこと。 

※小・中・高校の場合 

「吹奏楽部」等は不要。

「県立」「高等学校」等は

略さない 

※抜粋の場合は楽章等も記入 

ふりがな忘れずに！ 

スペルの記入忘れずに！ 

規定内厳守の事！



○                        ○   

 

平成 23 年度千葉県吹奏楽コンクール参加申込書 

千葉県吹奏楽連盟理事長 新 妻  寛 様  〆切日 ５月２５日(水) 必着厳守  

自由曲スコア表紙（Ａ４厳守）コピー同封のこと。 

団 体 名 
 

団体所在地 

千葉県 

〒 TEL FAX 

  吹奏楽顧問 

責 任 者 

 

連 絡 先 

氏  名 
 

携帯 

自宅住所 
 

〒 TEL FAX 

参加申込時点の 

部 員 数 
(中・高のみ記入) 

部員総数 

 

 

名 

内  訳 
ピアノ使用 

譜面台使用 
（小Ｃのみ記入） １年 

 

名

２年 

 

名

３年 

 

名
有   無 有   無 

著作権のある作品の編曲手続きについては（いずれか１つに○印をつける） 

 イ．編曲・演奏許諾を得ている 〔許諾先                〕※許諾書のコピーを添付する

 ロ．出版されている楽譜及び編曲譜で、我が国で編曲許可を得られているので不要 

◆中学校Ｃ部門のみ出場可能な日を記入して下さい。

（全日程可の場合“可”に○印） 

全日程 出場可能日 

可 日 日 日

 

参加部門 
(○印) 

小学校  中学校  高等学校  大 学  職場・一般   Ａ   Ｂ   Ｃ  ジュニア 

ふりがな  

出場人数 
名

団 体 名      
※中Ｂ･高Ｂ部門は 30 名以内

課 題 曲 
(○印) 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

ふりがな

指揮者名 OB 生徒   年

自由曲（外国名はカタカナ） 

 

 

 

 

［Spelling］  

 

 

 

［出版社］ 

 

作曲者(外国名はカタカナ)(生       ～没       )

 

 

［Spelling］ 
 
 

編曲者（外国名はカタカナ） 

 

 

［Spelling］ 
 

※書かれたものを元にプログラム原稿とするので、丁寧に、楷書ではっきりと記入すること。 

 

（Ａ・Ｂ部門に参加する団体のみ記入・○印） 

もし代表に選ばれた場合、東関東大会等、上位大会に 

１．参加します   ２．参加しません   ３．その他（               ） 

 参加要項に書かれた内容を遵守し、コンクールへの参加を申し込みます。 

平成 23 年     月     日 

団 体 名 

所属長または団体責任者名                                   印 

 


